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第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この規則は、岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年岡崎市条例第15

号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

第２章 災害弔慰金の支給 

(支給の手続等) 

第２条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項

の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(１) 死亡者(条例第６条の規定により死亡したものと推定された者を含む。以下同じ。)

の住所、氏名及び生年月日 

(２) 死亡(条例第６条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。)の年月日

及び死亡の状況 

(３) 死亡者の遺族に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、災害弔慰金を受けるべき者が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる

場合の区分に応じ、次に掲げる書類を提出させるものとする。 

(１) 遺族が市内に住所を有しない者である場合 遺族であることを証明する書類 



(２) 市外において条例第３条に規定する災害により死亡した者の遺族である場合 当

該死亡した者の死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。第５条及び第11条において同

じ。)の被災証明書 

(災害弔慰金の受領についての代表者) 

第３条 災害弔慰金を受ける権利を有する遺族が当該災害弔慰金の受領についての代表者

を選任したときは、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。この場合

には、併せてその代表者を選任したことを証明する書類を提出しなければならない。 

(条例第７条に規定する規則で定める場合) 

第４条 条例第７条に規定する規則で定める場合(条例第10条において準用する場合を含

む。)は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」

という。)第２条に規定するとおりとする。 

第３章 災害障がい見舞金の支給 

(支給の手続等) 

第５条 市長は、条例第８条の規定により災害障がい見舞金を支給するときは、次に掲げ

る事項の調査を行つたうえ災害障がい見舞金の支給を行うものとする。 

(１) 障がい者の住所、氏名及び生年月日 

(２) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況 

(３) 障がいの種類及び程度に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 市長は、当該障がい者について、医師の診断書を提出させるものとする。 

３ 市長は、市外において条例第３条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかつた

者にあつては、被災地の市町村長の被災証明書を提出させるものとする。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(条例第11条の規定による所得の算定) 

第６条 条例第11条の規定による所得の算定は、政令第４条に規定するとおりとする。 

(条例第11条に規定する規則で定める額) 

第７条 条例第11条に規定する規則で定める額は、政令第５条に規定するとおりとする。 

(条例第11条第２号に規定する規則で定める損害) 

第８条 条例第11条第２号に規定する規則で定める相当程度の住居又は家財の損害は、政



令第６条に規定するとおりとする。 

(災害援護資金の限度額) 

第９条 条例第12条第１項に規定する限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に掲げる額とする。 

(１) 条例第11条第１号に掲げる被害を受けた場合又は同条第２号に掲げる被害のうち

家財の被害を受けた場合 150万円 

(２) 条例第11条第２号に掲げる被害のうち住居が全壊に至らない被害(被害金額が当

該住居の価額のおおむね10割未満であるものをいう。以下この条において同じ。)を受

けた場合 170万円 

(３) 条例第11条第１号に掲げる被害を受け、かつ、同条第２号に掲げる家財の被害を

受けた場合 250万円 

(４) 条例第11条第２号に掲げる被害のうち住居が全壊の被害を受けた場合 250万円 

(５) 条例第11条第１号に掲げる被害を受け、かつ、同条第２号に掲げる被害のうち住

居が全壊に至らない被害を受けた場合 270万円 

(６) 条例第11条第１号に掲げる被害を受け、かつ、同条第２号に掲げる被害のうち住

居が全壊の被害を受けた場合又は条例第11条第２号に掲げる被害のうち住居の全部が

滅失し、若しくは流失した場合 350万円 

２ 前項第２号、第４号又は第５号に掲げる場合において、被災した住居を建て直すに際

しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、同項

第２号中「170万円」とあるのは「250万円」と、同項第４号中「250万円」とあるのは「350

万円」と、同項第５号中「270万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。 

(保証人の資格) 

第10条 条例第13条第１項の保証人は、次に掲げる条件を備えている者でなければならな

い。 

(１) 市内に引き続き２年以上住所を有すること。 

(２) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。 

(３) 市民税及び県民税の課税額が１万円を超える納税義務者であること。 

(４) 市税を完納していること。 

(借入れの申込み) 

第11条 条例第14条に規定する借入れの申込みは、災害援護資金借入申込書によつて行う



ものとする。この場合において、次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる書類を

当該申込書に添付しなければならない。 

(１) 条例第11条第１号に該当する場合 同号に規定する世帯主の療養に要する期間を

記載した医師の診断書 

(２) 条例第11条に規定する世帯に属する者が、同条に規定する被害を受けた日の属す

る年の前年(当該被害を受けた日が１月から５月までの間の場合にあつては、前々年)

の12月31日において、市外に住所を有した場合 その者の第６条の規定により算定し

た所得及びその額についての市町村長の証明書 

(貸付けの決定に係る通知) 

第12条 市長は、災害援護資金の借入れの申込みがあつた場合において、貸付けを受ける

者と決定したときは災害援護資金貸付決定通知書を、貸付けを受けることができない者

と決定したときは災害援護資金貸付不能通知書を災害援護資金の借入れの申込みをした

者に交付するものとする。 

(災害援護資金弁済契約の締結) 

第13条 災害援護資金の貸付けの決定を受けた者は、災害援護資金の交付を受けた時に、

市と災害援護資金の弁済に関する契約を締結するものとする。 

２ 前項の災害援護資金の弁済に関する契約は、災害援護資金弁済契約証書によつて行う

ものとする。 

(償還金の支払猶予) 

第14条 償還金の支払猶予を受けようとする者は、災害援護資金償還金支払猶予申請書を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、これを申請者に通知す

るものとする。 

(違約金の支払免除) 

第15条 違約金の支払の免除を受けようとする者は、災害援護資金違約金支払免除申請書

を市長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の申請について準用する。 

(償還免除) 

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、

災害援護資金償還金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。 



２ 第14条第２項の規定は、前項の申請について準用する。 

(届出) 

第17条 災害援護資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたと

きは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき。 

(２) 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき。 

(３) 保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない

事由が生じたとき。 

２ 災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)

の規定による死亡の届出義務者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

第５章 災害見舞金の支給 

(条例第16条第１項第３号に規定する規則で定める損害) 

第18条 条例第16条第１項第３号に規定する規則で定める相当程度の住居又は家財の損害

は、被害割合が、住居にあつてはおおむね２割以上、家財にあつてはおおむね５割以上

である損害とする。 

(条例第17条第２号から第４号までに規定する規則で定める額) 

第19条 条例第17条第２号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 入院加療を必要とする期間(以下「入院加療期間」という。)が１週間以上１箇月

未満の場合 30,000円 

(２) 入院加療期間が１箇月以上３箇月未満の場合 50,000円 

(３) 入院加療期間が３箇月以上の場合 80,000円 

２ 条例第17条第３号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、

当該各号に掲げる額とする。 

(１) 住居の被害割合がおおむね７割以上のもの又は家財の被害割合がおおむね９割以

上のもの 次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる額 

ア 学校、工場等の寄宿舎、寮、合宿所等に居住する者(以下「準世帯」という。)の

場合 40,000円 

イ 準世帯以外の世帯(以下「普通世帯」という。)に属する者が１人の場合 75,000

円 



ウ 普通世帯に属する者が２人以上５人未満の場合 110,000円 

エ 普通世帯に属する者が５人以上の場合 150,000円 

(２) 住居の被害割合がおおむね２割以上７割未満のもの又は家財の被害割合がおおむ

ね５割以上９割未満のもの 次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる額 

ア 準世帯の場合 30,000円 

イ 普通世帯に属する者が１人の場合 40,000円 

ウ 普通世帯に属する者が２人以上５人未満の場合 60,000円 

エ 普通世帯に属する者が５人以上の場合 75,000円 

３ 条例第17条第４号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる額とする。 

(１) 準世帯の場合 30,000円 

(２) 普通世帯に属する者が１人の場合 40,000円 

(３) 普通世帯に属する者が２人以上の場合 50,000円 

(被害割合) 

第20条 前２条に規定する被害割合は、住居又は家財の経済的被害の住居又は家財の全体

に占める損害の割合をいう。 

２ 市長は、災害見舞金の支給に当たつて必要と認めるときは、前項の被害割合について、

別表の左欄に掲げる被害区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる被害割合と推定して、当該

災害見舞金を支給することができる。 

(届出) 

第21条 条例第18条の規定による届出は、被害届を提出してしなければならない。ただし、

市長が被害の状況を公簿等によつて確認することができる場合は、この限りでない。 

第６章 岡崎市災害弔慰金等支給審査委員会 

(委員長) 

第22条 岡崎市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、

委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員が、その職務を代理する。 

(会議) 



第23条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

４ 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

(資料の提出等の要求) 

第24条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対

し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 

(委員会の運営) 

第25条 前３条に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事

項は、委員長が委員会に諮つて定める。 

第７章 雑則 

(委任) 

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を

所管する部長が定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和49年４月１日から施行する。 

２ 岡崎市災害見舞金等条例施行規則(昭和44年岡崎市規則第33号)は、廃止する。 

附 則(昭和50年３月24日規則第３号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和50年６月28日規則第31号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和51年６月21日規則第38号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和51年12月25日規則第46号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和52年６月20日規則第31号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和53年６月15日規則第29号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則(昭和53年８月15日規則第32号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和54年７月28日規則第23号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和55年９月13日規則第26号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和56年７月14日規則第36号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和57年６月29日規則第49号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和57年９月27日規則第53号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和58年９月５日規則第35号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和59年３月30日規則第14号) 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則(昭和59年６月28日規則第25号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和60年６月27日規則第32号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和61年７月18日規則第29号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和62年３月31日規則第５号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和62年６月26日規則第13号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和63年６月23日規則第25号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年６月22日規則第25号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則(平成２年６月21日規則第22号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成３年６月15日規則第33号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成３年11月27日規則第44号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成４年６月15日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成５年６月23日規則第28号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、平成６年４月１

日から施行する。 

２ 平成６年５月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金

の貸付けについてこの規則による改正後の岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則第６条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成４年法律第５号)による改正前の地方税

法附則第33条の２の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受け

る者でないものとして算定した同法第313条第１項に規定する総所得金額)」とする。 

附 則(平成６年６月30日規則第33号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正) 

２ 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成５年岡崎市規則第37号)

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成７年６月20日規則第27号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成８年６月24日規則第32号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成９年６月12日規則第27号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則(平成10年６月30日規則第42号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成14年９月30日規則第34号抄) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成16年３月31日規則第４号) 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分

の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則(平成16年12月24日規則第53号) 

この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

附 則(平成20年９月10日規則第64号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成20年８月28日以後に発生した災害又は火災に係

る災害見舞金の額について適用する。 

附 則(平成21年３月26日規則第24号) 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年３月29日規則第34号) 

この規則は、平成24年４月１日から施行し、同日以後に発生した災害又は火災に係る災

害見舞金の支給について適用する。 

附 則(平成31年３月27日規則第11号) 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則(令和元年12月23日規則第22号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和７年３月25日規則第９号) 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表 

被害区分 被害割合 

住居 家財 

全壊(住居の主要な構成要素の経済的被害の住居全体に占める損害の割 10 10 



合(以下この表において「損害の割合」という。)が５割以上のもの又は

住居の損壊、焼失又は流失をした部分の床面積の延床面積に占める損壊

の割合(以下この表において「損壊の割合」という。)が７割以上のもの

をいう。) 

大規模半壊(損害の割合が４割以上５割未満のもの又は損壊の割合が５

割以上７割未満のものをいう。) 

５ ５ 

半壊(損害の割合が２割以上４割未満のもの又は損壊の割合が２割以上

５割未満のものをいう。) 

３ ― 

 


